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新株式発行及び株式売出し並びに自己株式処分に関するお知らせ 

 

 

当社は平成 25 年８月 19 日(月)開催の当社取締役会において、新株式発行及び当社株式の売出し並びに
自己株式処分に関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 
 
 

記 
 
【本資金調達の目的】 
 

当社グループは、昭和52年の設立以来、廃棄物処理はもとより、廃棄物の発生抑制支援及び再資源化に

関わるトータルな課題解決策を提供する環境ソリューション事業を拡張・充実させることで、お客様の多様なニ

ーズに迅速に対応する「総合環境企業」を目指してまいりました。現状の事業内容といたしましては、主に首都

圏における建設現場から排出される建設系産業廃棄物を主要な扱い対象とし、廃棄物を収集し中間処理工

場へ運搬をする「収集運搬」業務、自社及び自社グループ会社の中間処理工場へ搬入された廃棄物を選別し、

異物除去、破砕、圧縮等の処理を行う「中間処理」業務、中間処理された廃棄物を品質・ロットを整えたうえで、

可能な限り再資源化品として搬出する「再資源化」業務、さらに中間処理により発生した最終残渣を、自社及

び自社グループ会社の最終処分場で埋め立てる「最終処分場」の運営等を行っております。 

 

近年、資源の循環利用の促進は世界的な課題となっております。平成12年６月には「循環型社会形成推進

基本法」が制定され、廃棄物を再生可能な有効資源として再利用すべく、リサイクル推進のための法律が施行

されております。ほかにも当社グループの事業に関する「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建

設リサイクル法）」など、各産業・素材別のリサイクル関係法令が整備されており、なおかつ適正な廃棄物処理

を徹底化するための法規制強化の施策が官民一体となり急ピッチで進められております。こうしたことは、環境

問題に対する世界的な関心の高まりもあり、廃棄物の再生資源としての循環的利用、環境負荷の低減に対す

る社会的ニーズが高まってきていることから、資源循環型社会への貢献が求められており、それこそが当社に

対する社会の強い要請であると認識いたしております。 

 

しかしながら、国内における建設系産業廃棄物の再資源化への取組み及び再資源化品の有効的利用はい

まだ十分とは言えず、さらなる付加価値化は喫緊の課題となっており、より効率的なリサイクル技術の実用化が

求められています。当社グループではこうした状況を追い風と考えており、事業拡大や他社との差別化を図る

絶好の事業好機と捉えております。加えて、東北地域における震災復興事業や、老朽化したインフラ施設の対

策事業など、廃棄物処理及び再資源化を専門とする当社グループにとっての強みを最大限に活かし、社会的

な需要に応えていくことも、当社グループに課せられた使命であると認識しております。 

 

当社グループは、拡大が予想されるリサイクル市場において、３年先、５年先、10年先、また、さらなる先を見

据え、これまで以上に成長を加速していくためには、業界の再編を強く促し、既存の事業に加えて廃棄物の排

出者からリサイクル品の利用先まで巻き込んだ総合的な廃棄物の循環処理サービス、さらには、バイオマス発

電等の新エネルギー資源化などの事業への積極的な展開が重要であり、それらの実現のために一層の設備

投資や同業ならびに関連分野において実績のある事業会社のＭ&Ａ、資本業務提携等による事業資源の確
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保が重要な課題であると認識しております。 

 

今回の公募増資により、上記課題への対応のための資金を確保し、投資を実行していくことで業績の向上を

図ります。当社グループの強みである「廃棄物の一貫処理システム」を生かし、既存の事業に加えて事業領

域・事業地域も拡大することで、企業価値の向上に取り組んで参る所存です。 

 
 
１．公募による新株式発行（一般募集） 
 

(1) 募 集 株 式 の  
種 類 及 び 数

当社普通株式   3,200,000 株 

(2) 払 込 金 額 の  
決 定 方 法

日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定
される方式により、平成 25 年８月 27 日(火)から平成 25 年８月 29 日(木)まで
の間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）に決定する。 

(3) 増加する資本金及
び資本準備金の額

増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本
金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた
ときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額
は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

(4) 募 集 方 法 一般募集とし、東海東京証券株式会社を主幹事とする引受団（以下「引受
人」と総称する。）に全株式を買取引受けさせる。 
なお、一般募集における発行価格（募集価格）は、日本証券業協会の定める
有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、発行価
格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当
日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90～1.00 を乗
じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況を勘案した上で発
行価格等決定日に決定する。 

(5) 引 受 人 の 対 価 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における発行価
格（募集価格）と引受人より当社に払込まれる金額である払込金額との差額
の総額を引受人の手取金とする。 

(6) 申 込 期 間 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の２営業日後の日ま
で。 

(7) 払 込 期 日 平成 25 年９月３日(火)から平成 25 年９月５日(木)までのいずれかの日。ただ
し、発行価格等決定日の５営業日後の日とする。 

(8) 申 込 株 数 単 位 100 株 

(9) 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他本公募による新株式発行に必要な一切の
事項の決定については、当社代表取締役社長山口仁司に一任する。 

(10) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 
２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（後記【ご参考】１．をご参照のこと。） 
 

(1) 売 出 株 式 の  
種 類 及 び 数

当社普通株式   450,000 株 
なお、上記株式数は上限を示したものであり、需要状況により減少し、又はオ
ーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。売出
株式数は需要状況を勘案した上で、発行価格等決定日に決定される。 

(2) 売 出 人 東海東京証券株式会社 

(3) 売 出 価 格 未定（発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は一般募集における
発行価格（募集価格）と同一とする。） 

(4) 売 出 方 法 一般募集の需要状況を勘案した上で、東海東京証券株式会社が当社株主
から 450,000 株を上限として借入れる当社普通株式の売出しを行う。 

(5) 申 込 期 間 一般募集における申込期間と同一とする。 

(6) 受 渡 期 日 一般募集における払込期日の翌営業日とする。 

(7) 申 込 株 数 単 位 100 株 
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(8) 売出価格、その他本売出しに必要な一切の事項の決定については、当社代表取締役社長山口仁
司に一任する。 

(9)  上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 
３．第三者割当による自己株式処分（後記【ご参考】１．を参照のこと。） 
 

(1) 募 集 株 式 の  
種 類 及 び 数

当社普通株式   450,000 株 
 

(2) 払 込 金 額 の  
決 定 方 法

発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集における払込金
額と同一とする。 

(3) 割 当 先 東海東京証券株式会社 

(4) 申込期間（申込期日） 平成 25 年９月 20 日(金) 

(5) 払 込 期 日 平成 25 年９月 24 日(火) 

(6) 申 込 株 数 単 位 100 株 

(7) 上記(4)記載の申込期日までに申し込みのない株式については、募集を打ち切るものとする。 

(8) 払込金額、その他本第三者割当による自己株式の処分に必要な一切の事項の決定については、当
社代表取締役社長山口仁司に一任する。 

(9) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

以上 
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【ご参考】 

 

１．オーバーアロットメントによる売出しについて 

 

一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である東海東京証券株式会社

が当社株主から450,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、450,000 株を予定しておりますが、当

該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが

全く行われない場合があります。 

なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、東海東京証券株式会社が上記当社株主から借入れ

た株式（以下「借入れ株式」という。）の返却に必要な株式を取得させるために、当社は平成 25 年８月 19 日(月)

開催の取締役会において、東海東京証券株式会社を割当先とする当社普通株式 450,000 株の第三者割当に

よる自己株式の処分（本件第三者割当自己株式処分）を、平成 25 年９月 24 日(火)を払込期日として行うことを

決議しております。 

また、東海東京証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する

日の翌日から平成 25 年９月 13 日(金)までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の

返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上

限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。東海東京証

券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返却に充当され

ます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、東海東京証券株式会社の判断でシンジケートカバー

取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカ

バー取引を終了させる場合があります。 

更に、東海東京証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引

を行うことがあり、かかる安定操作取引により取得した当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に

充当することがあります。 

オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって

取得し借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数（以下「取得予定株式数」という。）について、東

海東京証券株式会社は本件第三者割当自己株式処分に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定

であります。そのため本件第三者割当自己株式処分における処分数の全部又は一部につき申込みが行われ

ず、その結果、失権により本件第三者割当自己株式処分における最終的な処分数がその限度で減少し、又は

処分そのものが全く行われない場合があります。 

東海東京証券株式会社が本件第三者割当自己株式処分に係る割当てに応じる場合には、東海東京証券

株式会社はオーバーアロットメントによる売出しにより得た資金をもとに取得予定株式数に対する払込みを行

います。 

なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行わ

れる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行わ

れない場合は、東海東京証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。

したがってこの場合には、東海東京証券株式会社は本件第三者割当自己株式処分に係る割当てに応じず、

申込みを行わないため、失権により本件第三者割当自己株式処分は全く行われません。また、株式会社東京

証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。 
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２．今回の公募増資による発行済株式数の推移 

 

現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 19,845,600 株  

公 募 増 資 による増 加 株 式 数 3,200,000 株  

公募増資後の発行済株式総数 23,045,600 株  

 
３．今回の自己株式の処分による自己株式数の推移 
 

現 在 の 自 己 株 式 数 740,859 株  

処 分 株 式 数 450,000 株  

処 分 後 の 自 己 株 式 数 290,859 株  

（注）上記は、【ご参考】１．に記載のとおり変更する可能性があります。 
 
４．調達資金の使途 
 
（1）今回の調達資金の使途 

一般募集及び本件第三者割当自己株式処分に係る手取概算額合計上限 4,711,872,000 円については、

全額を当社及び当社子会社の設備投資資金に充当する予定であります。 

 

具体的には、以下の各投資計画に基づき、調達資金を充当する予定です。 

まず、213 百万円を平成 26 年６月までに、当社子会社である㈱リサイクル・ピアの東京エコタウン第二工

場（仮称）の建屋建設工事及び処理設備に投資し、449 百万円を平成 27 年３月までに、同様に当社子会

社である㈱グリーンアローズ関東の追浜リサイクルセンター（仮称）の建屋整備工事及び廃石膏ボード再資

源化設備に投資致します。 

また、405 百万円を平成 26 年４月までに、当社子会社である㈱タケエイエナジー＆パークの成田太陽光

発電所（仮称）の発電設備に投資し、1,520 百万円を平成 27 年３月までに、同様に当社子会社である㈱津

軽バイオマスエナジーの津軽バイオマス発電所（仮称）(*1)の土地造成・施設設計及び建設工事に投資致

します。 

さらに、870百万円を平成27年３月までに、当社子会社である諏訪重機運輸㈱の東山最終処分場の

管理型最終処分場(*2)の土地造成・施設設計工事に投資致します。 

残額につきましては、平成26年３月期から平成28年３月期にかけて、当社子会社である㈱門前ク

リーンパークの門前最終処分場(仮称)の管理型最終処分場(*2)の土地造成・施設設計工事への投資

と、当社の千葉リサイクルセンター(仮称)の中間処理工場(*2)の土地造成・施設設計及び処理設備

資金の一部に充当いたします。 

 

当社及び当社子会社の設備計画は、平成 25 年８月 19 日現在（ただし、既支払額については平成 25 年

６月 30 日現在）、以下のとおりとなっております。なお、当社子会社の設備投資資金への充当につきまして

は、当社が各当該子会社へ融資する方式で実施する予定であります。また、資金調達方法については、今

回の増資資金及び自己株式処分資金を含めて記載しております。 
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投資予定額 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

セグメント 
の名称 

設備の内容
総額 

(百万円)
既支払額
(百万円)

資金調達
方法 

着手年月 
（注）６ 

完了予定 
年月 

完成後の 
増加能力 

㈱リサイク
ル・ピア 

東京エコタウン 
第二工場（仮称） 
(東京都大田区) 

㈱リサイク 
ル・ピア 

中間処理工
場（*2） 

660
447

（注）１

増資資金、
自己株式処
分資金、自
己資金及び

借入金 

平成 25 年 
12 月 

平成 26 年 
６月 

375t/月 

㈱グリーン
アローズ 

関東 

追浜リサイクル 
センター（仮称） 

(神奈川県横須賀
市) 

その他 
廃石膏ボー
ド再資源化

工場 

1,305
(注)２

426
(注)３

増資資金、
自己株式処
分資金及び

リース 

平成 25 年 
６月 

平成 25 年 
12 月 

144t/日 

㈱タケエイ 
エナジー＆ 

パーク 

成田太陽光発電所
（仮称） 

(千葉県成田市) 
その他 

太陽光発電
設備 

415 10

増資資金、
自己株式処
分資金及び

借入金 

平成 25 年 
７月 

平成 26 年 
４月 

発電能力 
1,334kW 

㈱津軽バイ
オマスエナ

ジー 

津軽バイオマス 
発電所（仮称） 

（青森県平川市） 
その他 

木質バイオ
マス発電
（*1）設備

2,320 －

増資資金、
自己株式処
分資金、自
己資金及び

借入金 

平成 26 年 
10 月 
(注)４ 

平成 27 年 
９月 

発電能力 
6,250kW 

諏訪重機
運輸㈱ 

東山最終処分場 
（長野県塩尻市） 

その他 
管理型 

最終処分場
（*2） 

1,435 47

増資資金、
自己株式処
分資金、自
己資金及び

借入金 

平成 26 年 
６月 

平成 27 年 
５月 

埋立量 
240,000 ㎥

㈱門前クリ
ーンパーク 

門前最終処分場 
（仮称） 

(石川県輪島市) 
その他 

管理型 
最終処分場

（*2） 
6,500 304

増資資金、
自己株式処
分資金、自
己資金及び

借入金 

平成 26 年 
11 月 

平成 28 年 
11 月 

埋立量 
802,000 ㎥

㈱タケエイ 
千葉リサイクルセン

ター（仮称） 
（千葉県市原市） 

㈱タケエイ 
中間処理工

場（*2） 
7,000

1,564
(注)５

増資資金、
自己株式処
分資金及び

借入金 

平成 27 年 
10 月 

平成 29 年 
３月 

未定 

1 既支払額 447 百万円には土地の取得費用 444 百万円（平成 19 年９月取得）を含んでおります。 

2 総額のうち 745 百万円は、当社が土地及び建物を取得するための費用であり、㈱グリーンアローズ関東に対して賃貸することと

しております。また、560 百万円は、機械設備のリース契約額です。（なお、支払リース料は年間 78 百万円です。） 

3 既支払額 426 百万円には土地の取得費用 330 百万円（平成 24 年 10 月取得）を含んでおります。 

4 設計・土地造成は既に着手しており、発電設備工事（建屋、ボイラー、タービン据付等）の開始予定年月を表しております。 

(注) 

 

5 既支払額 1,564 百万円は、土地の取得費用（平成 24 年７月取得）であります。 

 6 工事開始予定年月を記載しております。 

 7 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

[用語解説] 

なお、本文中及び表中に（*）を付した専門用語については、以下の通りであります。 

 

（*1）木質バイオマス発電：未利用の間伐材や不要な木材などの生物資源を原料とする発電であります。近年、当発電事業

は、固定価格買取制度の適用を受ける再生可能エネルギーの供給元の一つとして、また、地域復興にも寄与する地産地消型

ビジネスモデルとして、注目を集めております。 

（*2）中間処理工場・管理型最終処分場：中間処理工場とは、廃棄物の排出場所から集荷した廃棄物を、適正に処理、無害

化等する工場であります。廃棄物を処理する基準は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、廃掃法という。）」で詳

細に定められております。近年では、適正処理は当然のこととして、製品製造の原料やエネルギー源への加工工場としての

役割（リサイクル）が、注目を集めております。次に、管理型最終処分場とは、中間処理工場において廃掃法の基準に適合

するよう処理されたもので、リサイクルできないものが、最終的に埋立てられる処分場であります。腐ったりしない無機物

（ガレキ、ガラス・陶磁器くず）等の埋立のみが、義務づけられている安定型最終処分場に対し、管理型最終処分場には、

底部の遮水シートを通じた集水の水質等の管理により安全性が廃掃法で認められた焼却灰や汚泥等のみが埋め立てられます。

適正処理を最終的に支える社会的インフラとして、その希少性がますます高まっております。 

 

 

（2）前回調達資金の使途の変更 
該当事項はありません。 
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（3）業績に与える影響 
今回の調達資金を、当社及び当社子会社の設備投資に充当することにより、これまで以上に強固な事

業基盤を確立し、中長期的な業績の向上に貢献するものと考えております。 
 

５．株主への利益配当等 
 
（1）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様への利益還元を最重視すべき経営課題の一つととらえ、安定的な配当を行うことを
基本としつつ、今後も続く施設整備及び戦略的Ｍ&Ａ等に対する投資を行うための財務基盤の強化等を
勘案した上で業績に対応した配当を行うこととしております。 

 
（2）配当決定にあたっての考え方 

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定
機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

 
（3）内部留保資金の使途 

内部留保資金につきましては、設備投資や戦略的Ｍ&Ａのための投資として事業展開に活用してまいり
ます。これは、将来的には収益向上に貢献し、安定的な利益還元に寄与するものと考えております。 

 
（4）過去３決算期間の配当状況等 

回次 第 35 期 第 36 期 第 37 期 

決算年月 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 平成 25 年３月期 

1 株当たり当期純利益（連結） 50.70 円 141.90 円 331.71 円

1 株当たり年間配当金 
（内 1 株当たり中間配当金） 

13.00 円
（5.00 円）

15.00 円 
（5.00 円） 

30.00 円
（10.00 円）

配当性向（連結） 25.6％ 10.6％ 9.0％

自己資本当期純利益率（連結） 2.8％ 7.1％ 15.1％

純資産配当率（連結） 0.67％ 0.75％ 1.37％

1 １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。 

2 配当性向（連結）は、１株当たりの年間配当金を１株当たり当期純利益(連結)で除した数値です。 

3 第 37 期の１株当たり配当額には、東京証券取引所市場第一部上場記念配当５円を含んでおります。 

4 自己資本利益率（連結）は連結当期純利益を自己資本（期首連結自己資本と期末連結自己資本の平均）で除した

数値です。 

(注) 

 

5 純資産配当率（連結）は１株当たり年間配当額を１株当たり連結純資産（期首１株当たり連結純資産と期末１株当た

り連結純資産の平均）で除した数値です。 

 

６．その他 
 
（1）配分先の指定 

該当事項はありません 
 

（2）潜在株式による希薄化情報 
当社は新株予約権方式によるストック･オプション制度を採用しており、新株発行予定残数は下記のとお

りです。平成 25 年７月末現在における潜在株式数は 1,154,400 株であり、今回の公募増資後の発行済株
式総数に対する潜在株式の比率は 5.0％となる見込みです。 

株主総会決議日 
新株式発行 
予定残数 

行使価額 資本組入額 新株予約権の行使期間 

平成 16 年８月６日 151,200 株 163 円 82 円 
平成 18 年９月１日から 
平成 26 年８月５日まで 

平成 18 年１月 30 日 1,003,200 株 459 円 230 円 
平成 20 年２月 16 日から 
平成 28 年１月 29 日まで 
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（3）過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等 
①過去のエクイティ・ファイナンスの状況 

株式売出しのオーバーアロットメントに係る自己株式の第三者割当処分 

処分期日 平成 24 年８月 27 日 

調達資金の額 183,144,000 円 

処分金額 １株につき 1,526.20 円 

処分株式数 120,000 株 

割当先 東海東京証券株式会社 

資金使途 借入金返済 

充当状況 予定どおり充当済み 

 
②過去３決算期間及び直前の株価等の推移 

回次 第 35 期 第 36 期 第 37 期 第 38 期 

決算年月 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 平成 25 年３月期 平成 26 年３月期

始 値 1,356 円 1,429 円 2,105 円 
3,315 円

* 1,410 円

高 値 1,510 円 2,310 円 3,550 円 
4,800 円

*1,593 円

安 値 760 円 1,156 円 1,417 円 
2,823 円

*1,247 円

終 値 1,401 円 2,101 円 3,275 円 
4,140 円

*1,358 円

株価収益率 27.6 倍 14.8 倍 9.9 倍 ― 倍

1 平成 26 年３月期の株価については、平成 25 年８月 16 日(金)現在で表示しています。 

2 株価収益率は、決算期末の株価（終値）を当該決算期の１株当たり連結当期純利益で除した数値です。 

(注) 

3 *印は、株式分割（平成 25 年７月１日付で１株を３株に分割）権利落ち後の株価を示しております。 

 
③過去５年間に行われた第三者割当増資等における割当先の保有方針の変更等 

該当事項はありません。 
 
（4）ロックアップについて 

一般募集に関連して、当社株主である、三本守及び橋本泰造は東海東京証券株式会社に対し、発行

価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して 180 日目の日に終了する期間（以下「ロックア

ップ期間」という。）中、東海東京証券株式会社の事前の書面による同意なしには、原則として当社株式の

売却等を行わない旨合意しております。 

また、当社は東海東京証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、東海東京証券株式会社の事前の書

面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社

株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、一般募集、本件第三者割当

自己株式処分及び株式分割による新株式発行等を除く。）を行わない旨合意しております。 

上記のいずれの場合においても、東海東京証券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で

当該合意の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。 

 

以上 


